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論文審査委員 教(主査授) 中川 米造
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論文内容の要旨

〔目的〕

後藤新平の衛生行政論に関して，従来なされてきた以下の 3 つの論点について再検討し，新たな見解

を提出する。

(1)後藤の衛生行政論が，彼のドイツ留学や日清戦争を契機にして，大きく変化した，とりわけ政策対象

が中間層から労働者・「貧民」に変化した，という論点。

(2)後藤が提起した命価説は，政策対象を中間層とみなす理論を表わすものであり ドイツ留学や日清戦

争を契機とする衛生行政論の変化につれて，用いられなくなった，という論点。

(3)後藤の主著『国家衛生原理J は，衛生行政論としても，社会政策論としても，独創的な業績であると

する論点。

〔方法ならびに成績〕

後藤新平自身の著作，演説，自叙伝を資料とし，文献学的，医史学的方法によって分析した。その結

果，以下の成績を得た。

(1)後藤は， 1880年(愛衆社設立の告示)には衛生行政を富国強兵策と結合させてとらえていた。

(2)後藤は， 1888年(職業衛生法)には衛生行政の主内容を，富国強兵=生産力増強と治安対策に置いて

いた。後藤は富の源泉を労働者・「貧民」と把握し，同時に彼らを治安対策の主な対象としても把握し

たので，後藤の衛生行政の主対象は，遅くとも 1888年からは労働者・「貧民」であった。この見解は，後

藤が内務省衛生局を去る 1897年(救済衛生制度ニ関スル意見)まで一貫していた。すなわち，留学 (1890

--1892) および日清戦争(1894--1895) の後にも変わっていない。

-334-



(3)後藤は1885年(下水掃除改修ノ建白書)以来，衛生行政の推進力を中等度以上の人々に求めた。これ

は1897年まで変わらなかった。

(4)後藤は衛生行政推進のために中等度以上の人々の啓蒙を重視し 1885年以来多くの活動を行った。

(5)後藤は中等度以上の人々の啓蒙の手段として， 1885年(生命ノ直段ヲ定ムル秤量)と 1886年(国家衛

生ノ盛衰ハ命価ニ関係ス)の講演で命価説を提起した。

(6)後藤は， 1889年の『国家衛生原理』では，一般的な生命の価という命価説を より具体的で経済学的

内容を付与した健康の価というう概念に置換し，日清戦争後にも用いた。

(7) r国家衛生原理』の主要部分は， Pappenheim の著者 Handbuch der Sanit五 ts-Polizei (第 2 版，第

1 巻， 1868) の翻訳である。

〔総括〕

後藤新平の衛生行政論は，少なくとも 1888年から 1897年まで，対象は労働者・「貧民」を主とし，推進

力は中等度以上を主とする点において一貫していた。ドイツ留学と日清戦争を契機に大きく変化したと

する説は成立しない。後藤が提起した命価説は衛生行政推進の啓蒙の論法・手段として工夫されたも

のであり，その後も取り消されることはなく より具体的な健康の価へと発展させられた。後藤の主著

とされる『国家衛生原理』は，外国書の翻訳が大半を占めていて，オリジナルな業績とは評価できない。

ただし，当時にあって，類書の無いことを考慮すれば，先駆的業績と評価すべきである。

論文の審査結果の要旨

後藤新平の衛生行政論に関する これまでの医学史上の記述について，以下の三点について，多数の

資料を検討することによって新たな見解を提出した。

(1)後藤の衛生行政論がドイツ留学や日清戦争を契機にして，対象を中間層から「貧民」に変更したとさ

れているのは正しくない。

(2)かれの創始した命価説もその時期から変わったというのも正しくない。

(3)かれの主著『国家衛生原理』は衛生行政論としても，社会政策論としても独創的とされているが，こ

の執筆にあたって大きく参照した原著を発見し対照して，その類似性を明らかにした。

これらの見解は，日本の衛生行政史の重要な部分の改定を迫るものであり，学位に価する論文である

と認める。
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